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新入社員、新配属の方への教育のススメ 
新しく入社された方、また、新しい部署へ配属された方は、最初に仕事を把握する 
事が大変だと思います。そんな時当社の小冊子をぜひご活用ください！ご要望に 
応じて小冊子を用いた出張セミナーも承ります。詳しくは下記ＵＲＬ、右記ＱＲコード 
からもご覧いただけます。 
https://www.knights.jp/bkform.html 

2022年3月23日に「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について、妥当である

との答申がありました。この改正案は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する

検討会報告書」（2021年7月19日公表）において、化学物質による労働災害を防止するために必要な

規制のあり方が提示されたことを受け、労働安全衛生規則等における規定について、見直しを

行うものです。 

＜改正案のポイント＞ 

1．労働安全衛生規則関係 

(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質（以下「リスクアセスメント対象物」

という。）を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理

に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化 

(2)化学物質のＳＤＳ（安全データシート）等による情報伝達について、通知事項である

「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質

の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化 

(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物に

ばく露される程度を最小限度にすること（加えて、一部物質については厚生労働大臣が

定める濃度基準以下とすること）や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に

労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理の強化 

(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを

義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化 

2．有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害

予防規則、粉じん障害防止規則関係 

(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外 

(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化 

(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、

四アルキル鉛、特定化学物質（特別管理物質等を除く。）に関する特殊健康診断の実施頻度の

緩和 

3．施行日 

公布日（一部 2023 年４月１日又は 2024 年４月１日施行） 

 

当社では作業環境測定に長年の実績と豊富な経験があります。ご不明な点がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。 
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